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特許権

特許発明実施品 競合品

ケース１ × × ×

ケース２ × × ○
ケース３ × ○ ×

侵害者

侵害品

設例１

自己実施
実施許諾

特許発明

特許権者


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ











Sheet2

		設例４ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

		特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

				材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン

		侵害者 シンガイシャ		材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ブヒン

		ケース		単一の特許権者製品と単一の侵害者製品とが現実に競合し、他の競合（代替）製品はない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合は５％。 タンイツ トッキョケン シャ セイヒン タンイツ シンガイ シャ セイヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ダイタイ セイヒン ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ
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Sheet3

		設例３ セツレイ

		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）




 ザイリョウ モチ

		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ザイリョウ モチ ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ザイリョウ モチ ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ザイリョウ モチ シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(1)		特許権者製品が競技用、侵害者製品が子供用おもちゃの場合




 トッキョケン シャ セイヒン キョウギヨウ シンガイ シャ セイヒン コドモ ヨウ バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(2)		特許権者製品がプロ用・高価、侵害者製品がアマチュア用・安価の場合




 ヨウ コウカ シャ セイヒン ヨウ アンカ バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(3)		特許権者製品が北海道限定販売、侵害者製品が沖縄県限定販売の場合




 トッキョケン シャ セイヒン ホッカイドウ ゲンテイ ハンバイ シンガイ シャ セイヒン オキナワ ケン ゲンテイ ハンバイ バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン リョウサン ヒン

		ケース(4)		特許権者製品がインターネット通販、侵害者製品がテレビ通販の場合





 トッキョケン シャ セイヒン ツウハン シンガイ シャ セイヒン ツウハン バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(5)		他の競業者による
材料ｃを用いたゴルフクラブヘッド（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）の販売の場合





 タ キョウギョウ シャ ヒ ブヒン ハンバイ バアイ



A

A

A

A

A



Sheet4

		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ





https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwixl-TF6NzRAhVEW7wKHQXcB-4QjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2133638913114941901&psig=AFQjCNHVK_ma5unbcWcz2y9GcTQ_Iow5dw&ust=1485417205239914https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://illustcut.com/box/build/factory/factory01_01.png&imgrefurl=http://illustcut.com/?p%3D3696&docid=mOwSXgXOEdufpM&tbnid=6i3R3OPgnG1FfM:&vet=1&w=364&h=278&hl=ja&bih=769&biw=1280&q=%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%20%E7%84%A1%E6%96%99%20%E5%B7%A5%E5%A0%B4&ved=0ahUKEwi56-XY6tzRAhUP32MKHWDSD_YQMwgjKAkwCQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://freeiconbox.com/icon/256/16739.png&imgrefurl=http://free-designer.net/archive/entry44505.html&docid=2AJL4F59Neb5eM&tbnid=tDo3fpsaS0JSHM:&vet=1&w=256&h=256&hl=ja&bih=769&biw=1280&q=%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%20%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E5%B7%A5%E5%A0%B4&ved=0ahUKEwjkzZDz69zRAhUX9GMKHc4JCrwQMwgtKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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特許権

ケース１

ケース2

設例２

ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

侵害者特許権者

ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラ
ブ（特許発明実施品）

ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ
（侵害品）

競技用 子供用おもちゃ

プロ用・高価 アマチュア用・安価

A

a a’


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ











Sheet2

		設例４ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

		特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

				材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン

		侵害者 シンガイシャ		材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ブヒン

		ケース		単一の特許権者製品と単一の侵害者製品とが現実に競合し、他の競合（代替）製品はない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合は５％。 タンイツ トッキョケン シャ セイヒン タンイツ シンガイ シャ セイヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ダイタイ セイヒン ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ



b



Sheet3



				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






				特許権者		ケース１				ケース２

						材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

				侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

				ケース(3)		特許権者製品が北海道限定販売、侵害者製品が沖縄県限定販売の場合




 トッキョケン シャ セイヒン ホッカイドウ ゲンテイ ハンバイ シンガイ シャ セイヒン オキナワ ケン ゲンテイ ハンバイ バアイ



				特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






				特許権者		ケース１				ケース２

						材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

				侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン リョウサン ヒン

				ケース(4)		特許権者製品がインターネット通販、侵害者製品がテレビ通販の場合





 トッキョケン シャ セイヒン ツウハン シンガイ シャ セイヒン ツウハン バアイ



				特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






				特許権者		ケース１				ケース２

						材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

				侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

				ケース(5)		他の競業者による
材料ｃを用いたゴルフクラブヘッド（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）の販売の場合





 タ キョウギョウ シャ ヒ ブヒン ハンバイ バアイ



A

A

A

A



Sheet4

		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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特許権

侵害者

他の競業者

ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

設例３

ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品）

ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

特許権者

ケース１ ケース２

ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）

ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）

a

a’

b

A

ｃ


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ











Sheet2

		設例４ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

		特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

				材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン

		侵害者 シンガイシャ		材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ブヒン

		ケース		単一の特許権者製品と単一の侵害者製品とが現実に競合し、他の競合（代替）製品はない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合は５％。 タンイツ トッキョケン シャ セイヒン タンイツ シンガイ シャ セイヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ダイタイ セイヒン ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ
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Sheet3



				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				設例３ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




				特許権者		ケース１				ケース２

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）



 ヒン				ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）




 キョウゴウ ヒン

				侵害者		ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品） シンガイ

				他の競業者 タ キョウギョウ シャ		ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品） キョウゴウ ヒン



A

A



Sheet4

		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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特許権

ケース１ ケース２

材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）

材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）搭載の

ロケット（完成品・単産品）

侵害者

ケース

材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）

設例４

材料ａ’を用いたロケット用燃料タンク
（特許発明侵害部品）の
ロケット（完成品・単産品）

特許権者

特許権者のロケット（完成品・単産品）と侵害者のロケット（完成品・単産品）とが現実に競合
し、他の競合ロケットはない。

ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者８％（ケース１）
又は７％（ケース２）、侵害者６％。

ba

A

a’

８％ ７％

６％


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ











Sheet2



				設例４ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

				特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

						材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン トウサイ カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン トウサイ

				侵害者 シンガイシャ		材料ａ’を用いたロケット用燃料タンク
（特許発明侵害部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ シンガイ ブヒン

				ケース		特許権者のロケット（完成品・単産品）と侵害者のロケット（完成品・単産品）とが現実に競合し、他の競合ロケットはない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者８％（ケース１）又は７％（ケース２）、侵害者６％。 トッキョケン シャ カンセイヒン タンサン ヒン シンガイ シャ カンセイヒン タンサン ヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ ハンバイ カガク ワリアイ トッキョケン シャ マタ シンガイシャ



b

８％

７％

６％



Sheet3



				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				設例３ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




				特許権者		ケース１				ケース２

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）



 ヒン				ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）




 キョウゴウ ヒン

				侵害者		ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品） シンガイ

				他の競業者 タ キョウギョウ シャ		ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品） キョウゴウ ヒン
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Sheet4

		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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特許権

侵害者

侵害品

設例５

沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売

ケース１ ケース２

特許権者
全国販売 北海道・東京都限定販売

実施余力不十分（２０個） 実施余力十分（１００個）

特許発明

特許発明実施品


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ
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				設例４ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

				特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

						材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン トウサイ カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン トウサイ

				侵害者 シンガイシャ		材料ａ’を用いたロケット用燃料タンク
（特許発明侵害部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ シンガイ ブヒン

				ケース		特許権者のロケット（完成品・単産品）と侵害者のロケット（完成品・単産品）とが現実に競合し、他の競合ロケットはない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者８％（ケース１）又は７％（ケース２）、侵害者６％。 トッキョケン シャ カンセイヒン タンサン ヒン シンガイ シャ カンセイヒン タンサン ヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ ハンバイ カガク ワリアイ トッキョケン シャ マタ シンガイシャ
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				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				設例３ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




				特許権者		ケース１				ケース２

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）



 ヒン				ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）




 キョウゴウ ヒン

				侵害者		ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品） シンガイ

				他の競業者 タ キョウギョウ シャ		ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品） キョウゴウ ヒン
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				設例５ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		ケース１				ケース２

								実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

								全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道・東京都限定販売 ホッカイドウ トウキョウ ト ゲンテイ ハンバイ

				侵害者 シンガイシャ		侵害品 シンガイ ヒン		沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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はじめに

 特許権侵害による損害賠償請求権の根拠条文及び法的性質
 民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求権

 特許権侵害による損害賠償請求の要件事実及びその立証責任
 ①侵害者による特許権者の特許権の侵害、②①に係る侵害者の故

意又は過失（特許法103条）、③損害の発生及び損害額、並びに、④
①・③間の相当因果関係（特許法102条）

 特許法102条の意義
 特許権侵害と相当因果関係のある損害額の算定の特則

 特許法102条の趣旨
 特許権侵害と相当因果関係のある損害額の立証の困難性に鑑み特

許権者に十分な損害賠償を保障

8



特許法102条１項について
－立法の経緯－

 平成10年改正特許法：立法

 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書

 制度・裁判例の課題
 黙って侵害した方が得
 逸失利益の請求が困難
 2項による請求額に対する認容額が低い
 主として3項による請求では全体として低額

 逸失利益の賠償の引上げのための逸失利益の立証の容易化のための案
 B案：侵害者が販売した侵害品の分だけ権利者が販売し得たであろう

との推定をおく考え方
 B-2案：権利者が実施している場合には、その実施の限度において侵

害者が販売した侵害品の分だけ権利者が販売し得たであろうとの推
定をおく考え方

9



特許法102条１項について
－立法の趣旨－

 1項とB案及びB-2案との関係
 B案を基礎に最終的にB-2案が至近

 1項が対象とする損害の種類
 特許権者の製品の販売数量減少による逸失利益（多数説（特許庁、青

柳、田村、古城）、多数裁判例（知財高判平27・11・19〔オフセット輪転機
版胴〕（髙部）、知財高判平28・6・1〔破袋機〕（髙部）））

 販売機会の喪失自体（有力説（鎌田、三村、中山））

 1項本文所定の「することができる」の規定文言の趣旨
 オール・オア・ナッシング的な「推定」ではないこと（多数説（特許庁、鎌田、

田村、古城）、多数裁判例（知財高判平27・11・19〔オフセット輪転機版
胴〕 （髙部） 、知財高判平28・6・1〔破袋機〕 （髙部） ））

 凡そ推定ではない（擬制である）こと（有力説（三村）、少数裁判例（東京
高判平15・10・29〔溶接用エンドタブ〕 （篠原）））
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特許法102条１項について
－法的性質－

 推定・一部覆滅許容説と補完関係擬制説
 推定・一部覆滅許容説：本文で推定し、但書でその一部覆滅を許容し

たものと理解する見解（多数説（鎌田、古城、田村）、多数裁判例（知
財高判平18・9・25〔椅子式エアーマッサージ機〕（塚原）、知財高判平
24・1・24〔ソリッドゴルフボール〕（中野）、知財高判平27・11・19〔オフ
セット輪転機版胴〕（髙部）、知財高判平28・6・1〔破袋機〕 （髙部）））
「特許法102条1項は，民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償
を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり，同項本文において，侵
害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することが
できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を，特許権者等の実施能力の限度で
損害額と推定し，同項ただし書において，譲渡数量の全部又は一部に相当する数量
を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは，当該
事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して，侵害行為と相当因果関
係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより，従前オールオアナッシ
ング的な認定にならざるを得なかったことから，より柔軟な販売減少数量の認定を目
的とする規定である」（知財高判平27・11・19〔オフセット輪転機版胴〕）

 補完関係擬制説：特許権の性質に着目して侵害者の侵害品と特許権
者の製品との補完関係を擬制したものと理解する見解（有力説（三村、
中山）、少数裁判例（東京高判平15・10・29〔溶接用エンドタブ〕（篠
原）））
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特許法102条１項について
－要件事実等の解釈－

 特許権者による製品の販売の要否
 略侵害期間中に原則必要説（通説）

 特許権者の製品が特許発明の実施品であることの要否
 競合品十分説（多数説（青柳、古城、田村）、多数裁判例（東京高判平

11・6・15〔潜熱蓄熱式電気床暖房装置等に用いる蓄熱材の製造方
法〕（清永）、知財高判平24・1・24〔ソリッドゴルフボール〕 （中野） 、知
財高判平27・11・19〔オフセット輪転機版胴〕 （髙部） 、知財高判平28・
6・1〔破袋機〕 （髙部） ））
「特許権者等が『侵害行為がなければ販売することができた物』とは，侵害行為に
よってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品，すなわち，侵害品と市場に
おいて競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる」（知財高判平27・11・19
〔オフセット輪転機版胴〕）

 （原則）実施品必要説（有力説（三村、高林 ）、少数裁判例（東京高判
平15・10・29〔溶接用エンドタブ〕 （篠原） ））

 特許権者の製品と侵害品との競合の程度及び同一性の要否
 競合・代替可能性必要十分説・同一性不要説（通説、多数裁判例）

 市場重視説（田村）
 特許発明重視説（三村、高林） 12



特許法102条１項について
－要件事実等の解釈－

 特許権者が「販売することができないとする事情」の意義
 非限定説（多数説（特許庁、鎌田、青柳、田村、古城）、多数裁判例

（知財高判平18・9・25〔椅子式エアーマッサージ機〕 （塚原） 、知財高
判平27・11・19〔オフセット輪転機版胴〕 （髙部） 、知財高判平28・6・1
〔破袋機〕 （髙部） ））
「『販売することができないとする事情』は，侵害行為と特許権者等の製品の販売減
少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし，例えば，市場における競合品の存
在，侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），侵害品の性能（機能，デザイン等特
許発明以外の特徴），市場の非同一性（価格，販売形態）などの事情がこれに該当す
る」（知財高判平27・11・19〔オフセット輪転機版胴〕）

 限定説（有力説（三村）、少数裁判例（東京地判平14・3・19〔スロットマ
シン〕（三村）））

 一部限定（他の競合品の排除）説（有力説（高林））
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特許法102条１項について
－要件事実等の解釈－

 特許権者の製品及び／又は侵害品の部分での特許発明の実施の場合
における特許発明の寄与率の考慮の可否・方法

 本文説（有力説（三村）、有力裁判例（大阪地判平12・9・26〔自動麻雀
卓における牌の移載・上昇装置〕（小松）、東京地判平14・3・19〔スロッ
トマシン〕（三村）、東京地判平20・6・26〔風船用クリップ止め装置〕（大
鷹）））

 但書説（多数説（田村）、有力裁判例（知財高判平18・9・25〔椅子式エ
アーマッサージ機〕（塚原）、知財高判平24・1・24〔ソリッドゴルフボー
ル〕（中野）、知財高判平26・3・26〔オープン式発酵処理装置〕（清
水）））

 但書外説（有力説（鎌田、古城、高林）、有力裁判例（東京高判平11・
6・15〔潜熱蓄熱式電気床暖房装置等に用いる蓄熱材の製造方法〕
（清永）、知財高判平17・9・29〔液体充填装置におけるノズル〕（中野）、
知財高判平25・11・6是認の大阪地判平25・2・28〔回転歯ブラシの製
造方法及び製造装置〕（山田）））
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特許法102条１項について
－法的性質－

 損害額算定方法規定説・減額事情但書限定説と法律上の事実推定規定
説・減額事情但書非限定説

 損害額算定方法規定説・減額事情但書限定説：1項は損害額の算定
方法を規定したものであり、1項但書所定の「事情」以外の事情により
1項本文により算定される損害額を争うことは許されないとする見解
（多数説（三村））

 法律上の事実推定規定説・減額事情但書非限定説：1項は法律上の
事実推定を規定したものであり、1項但書所定の「事情」以外の事情
により1項本文により算定される損害額を争うことが許されるとする見
解（有力説（鎌田、古城、高林））
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特許法102条１項について
－要件事実等の解釈－

 1項における控除数量分への3項の適用の可否
 否定説（有力説（髙部）、多数裁判例（知財高判平18・9・25〔椅子式エ

アーマッサージ機〕（塚原）、知財高判平23・12・22〔飛灰中の重金属
固定化処理剤〕（滝澤）、知財高判平24・1・24〔ソリッドゴルフボール〕
（中野）））
「同条3項の実施料相当額も，あくまで取引による逸失利益が主張し得ない場合に，
実施の対価の形で逸失利益を擬制した規定にすぎず，同条1項による損害額算定に
おいて，侵害行為と因果関係のある販売減少数量が一部でも認められた場合には，
その数量が特許権者の製品についての市場での評価を代弁するものであり，因果関
係が認められなかった数量は，市場で評価されなかったものであって，権利者の逸
失利益の全てがそこで評価され尽くしたとみるべきである。この点は，『販売すること
ができないとする事情』があるとして，譲渡数量の全部を控除された場合も同様であ
る」（知財高判平24・1・24〔ソリッドゴルフボール〕）

 肯定説（多数説（青柳、田村、三村）、有力裁判例（東京高判平11・6・
15〔潜熱蓄熱式電気床暖房装置等に用いる蓄熱材の製造方法〕（清
永）、大阪高判平14・4・10〔複層タイヤ〕（竹原）））

 折衷説（有力説（古城、飯村））
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特許法102条2項について
－立法・不改正の経緯－

 昭和34年改正特許法：立法

 工業所有権制度改正審議会答申
 利得返還規定創設

 平成10年改正特許法：不改正

 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書
 Ａ案：侵害行為により得た総収入から控除できる額の立証責任を侵害

者に転換し，侵害者利益の立証を容易にする考え方
 Ａ－２案：102条2項の侵害者利益が限界利益であることを明確にする

考え方
 Ｃ案：実施能力があれば，逸失利益あるいは侵害者利益の推定によ

る請求を認める考え方
 Ｃ－２案：権利者と実施者が異なる場合にも，逸失利益あるいは侵害

者利益の推定による請求を認める考え方
 Ｄ案：損害額の算定にあたり，侵害に起因する損害の範囲を適格に

認定できるような参酌規定をおく考え方 17



特許法102条2項について
－立法・不改正の趣旨－

 2項と工業所有権制度改正審議会答申との関係
 答申は不採用、2項は代替措置（通説）

 2項と民法709条に基づく不法行為による損害賠償制度との関係
 2項は民法709条に基づく不法行為による損害賠償制度（填補賠償説（最

判平5・3・24、最判平9・7・11）、差額説・現実損害説（最判昭39・1・28、最
判昭42・11・10））における損害に関する法律上の事実推定規定（通説）

 更に利得返還機能、制裁・抑止機能を指向（有力説（田村、高林、三村、
中山））

 2項が推定の対象とする損害の種類
 特許権者の製品等の販売利益の減少等の実施利益の減少による逸失

利益（多数説（高松、青柳、古城、佐野）、多数裁判例（知財高特判平25・
2・1〔ごみ貯蔵機器〕（飯村）、知財高判平26・9・11〔電話番号情報の自動
作成装置〕（石井）、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕（高松）））
「同項によって推定される特許権者の損害は，推定の前提事実たる侵害者の利益との同
質性の観点から，特許権者の販売利益の減少による逸失利益である」（大阪地判平30・
3・12〔下肢用衣料〕）

 特許発明の市場機会の喪失自体（有力説（田村、高林、三村、中山）） 18



特許法102条2項について
－立法・不改正の趣旨－

 2項と経験則との関係
 一応の経験則の肯定＋特許権者の損害額の立証の困難性の救済

（多数説（高松）、多数裁判例）
 経験則の疑義・否定（有力説（中山）、少数裁判例）

 2項と損害賠償等小委員会報告書における侵害者利益に係る各案との関
係
 各案に付された留意点に留意し、各案が立法化されなかった理由を

斟酌しつつ、2項を解釈（通説）

 2項と1項の立法との関係
 1項と2項とを可及的に整合的に解釈（多数説（高松、青柳、佐野））
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特許法102条2項について
－法的性質－

 損害額推定説と損害発生推定説
 損害額推定説：損害額のみを推定するものとする見解（通説（高松、

青柳、古城、佐野）、多数裁判例（知財高特判平25・2・1〔ごみ貯蔵機
器〕（飯村）、知財高判平26・9・11〔電話番号情報の自動作成装置〕
（石井）、東京地判平29・5・17〔掘削装置・掘削土飛散防止装置〕（東
海林）、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕（高松）））
「特許法102条2項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者が被った
損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，これと特許
権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，その立証等
には困難が伴い，その結果，妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得る
ことに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，その利益額を
特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規定である」（知
財高特判平25・2・1〔ごみ貯蔵機器〕）

 損害発生推定説：損害額のみならず損害の発生をも推定するものと
する見解（少数説（田村））
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特許法102条2項について
－要件事実等の解釈－

 特許権者による何らかの実施の要否
 特許権者による略侵害期間中の何らかの実施を原則必要とする見解

（多数説（古城、高松、青柳、佐野、髙部）、多数裁判例（知財高特判
平25・2・1〔ごみ貯蔵機器〕（飯村）、大阪地判平28･9･29〔臀部拭き取
り装置〕（森崎）、知財高判平28・10・5〔音叉型治療器〕（髙部）、東京
地判平29・4・27〔切断装置〕（嶋末）、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣
料〕（高松）））
「特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであ
ろうという事情が存在する場合には，特許法102条2項の適用が認められると解する
べきであるが，同項によって推定される特許権者の損害は，推定の前提事実たる侵
害者の利益との同質性の観点から，特許権者の販売利益の減少による逸失利益で
あると解されるから，上記の事情が認められるためには，特許権者が自社製品を販
売する等して侵害者の製品と市場で競合していることが必要である」（大阪地判平
30・3・12〔下肢用衣料〕）

 特許権者による特許発明さらには競合技術の実施も不要であり、現
実に金銭的に評価される実施利益の減少がない場合でもよいとする
見解（有力説（田村、高林、三村））

 特許権者による一切の実施が不要であり，売上ベースのランニングロ
イヤルティ等での他者への特許発明の実施許諾で足りるとする見解
（少数説（牧野））
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特許法102条2項について
－要件事実等の解釈－

 特許権者による競合技術の実施の許否
 特許発明実施不要・競合技術実施十分説（現在の多数説（高松、青柳）、現

在の多数裁判例（知財高判平26・9・11〔電話番号情報の自動作成装置〕（石
井）、知財高判平27・4・28〔蓋体を備える容器〕（富田）、東京地判平28・3・29
〔電気コネクタ組立体〕（沖中）、東京地判平28・4・15〔バリケード用錘意匠〕
（東海林）、東京地判平28・6・15〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子〕
（嶋末）、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕（高松）））
「特許権者が当該特許発明を実施していることは，同項を適用するための要件とはいえない。 し
たがって，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう
という事情が存在する場合には，特許法102条2項の適用が認められると解するべきであるが，同
項によって推定される特許権者の損害は，推定の前提事実たる侵害者の利益との同質性の観点
から，特許権者の販売利益の減少による逸失利益であると解されるから，上記の事情が認めら
れるためには，特許権者が自社製品を販売する等して侵害者の製品と市場で競合していることが
必要である」（大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕）

 特許発明実施必要説（従来の多数説、従来の多数裁判例）
 競合技術実施不要説（有力説（田村、高林、三村、牧野） ）

 特許権者の実施と侵害者の侵害との競合・代替可能性の要否
 必要説（通説（高松、青柳、古城）、多数裁判例（知財高特判平25・2・1〔ごみ

貯蔵機器〕（飯村）、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕
（高松）、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕（高松）））
「上記の事情が認められるためには，特許権者が自社製品を販売する等して侵害者の製品と市
場で競合していることが必要である」（大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕） 22



特許法102条2項について
－要件事実等の解釈－

 侵害態様の部分での特許発明の実施の場合における特許発明の寄与
率の考慮の可否・方法
 全体利益・非寄与率立証責任配分説（近年の多数説（古城、高松、佐

野、田村、高林）、近年の多数裁判例（知財高判平25・11・6是認の大
阪地判平25・2・28〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置〕（山田）、
大阪地判平25・8・27〔着色漆喰組成物の着色安定化方法〕（谷）、東
京地判平26・3・20〔動物用排尿処理材Ⅱ〕（長谷川）、知財高判平26･
12･17〔金属製ワゴン〕（清水）、知財高判平28・9・29是認の大阪地判
平28・2・29〔棚装置〕（高松）、東京地判平28・5・26〔農産物の選別装
置〕（長谷川）、東京地判平28・12・6〔遮断弁〕（沖中）、東京地判平29・
3・3〔改修引戸装置〕（東海林）、東京地判平29・5・17〔掘削装置・掘削
土飛散防止装置〕（東海林）、東京地判平30・3・1〔ブルニアンリンク作
成キット〕（沖中）））
「特許権等の侵害者が受けた利益を特許権者等の損害と推定する特許法102条2項
の推定を覆滅できるか否かは，侵害行為によって生じた特許権者等の損害を適正に
回復するとの観点から，侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合
のほか，市場における代替品の存在，侵害者の営業努力，広告，独自の販売形態，
ブランド等といった営業的要因や侵害製品の性能，デザイン，需要者の購買に結び
付く当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特徴などを総合的に
考慮して判断すべきものである。」（知財高判平26･12･17〔金属製ワゴン〕）

 寄与利益説（従来の有力説、従来の多数裁判例）
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特許法102条2項について
－要件事実等の解釈－

 2項による推定の一部覆滅の肯否
 肯定説（近年の多数説（高松、佐野、古城、髙部）、近年の多数裁判例（知財

高判平25・11・6是認の大阪地判平25・2・28〔回転歯ブラシの製造方法及び製
造装置〕（山田）、大阪地判平25・8・27〔着色漆喰組成物の着色安定化方法〕
（谷）、東京地判平26・3・20〔動物用排尿処理材Ⅱ〕（長谷川）、知財高判平
26・9・11〔電話番号情報の自動作成装置〕（石井）、知財高判平26･12･17〔金
属製ワゴン〕（清水）、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装
置〕（高松）、東京地判平28・5・26〔農産物の選別装置〕（長谷川）、東京地判
平28・12・6〔遮断弁〕（沖中）、東京地判平29･3･3〔改修引戸装置〕（東海林）、
東京地判平29・9・14〔防蟻用組成物〕（柴田）、東京地判平30・3・1〔ブルニアン
リンク作成キット〕（沖中）、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕（高松）））

 2項による推定の覆滅事由の考慮方法
 総合考慮説（近年の多数裁判例（知財高判平26･12･17〔金属製ワゴン〕（清

水）、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕（高松）、東京
地判平28・12・6〔遮断弁〕 （沖中）））
「特許権等の侵害者が受けた利益を特許権者等の損害と推定する特許法102条2項の推定を覆
滅できるか否かは，侵害行為によって生じた特許権者等の損害を適正に回復するとの観点から，
侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか，市場における代替品の存在，
侵害者の営業努力，広告，独自の販売形態，ブランド等といった営業的要因や侵害製品の性能，
デザイン，需要者の購買に結び付く当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特
徴などを総合的に考慮して判断すべきものである。」（知財高判平26･12･17〔金属製ワゴン〕）

24



特許法102条2項について
－要件事実等の解釈－

 2項による推定の数量割合的な全部又は一部の覆滅分への3項の適用の
可否
 否定説（有力説（三村、高林）、多数裁判例（知財高判平28・9・29是認

の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕（高松）））
「同条2項は，侵害者が侵害製品を製造販売しなかった場合に特許権者が得られた
であろう利益（逸失利益）を損害として算定するものであるのに対し，同条3項は，侵
害者が侵害製品を製造販売することを前提に，それに対する実施料相当額を損害と
して算定するものであって，両者は，その前提を異にする別個の損害算定方法を定
めたものである。そして，同条2項による損害額を算定するに当たり，推定が一部覆
滅された場合でも，少なくともそれが前記(1)のような侵害者に特有の製品上の競争
力があることによる場合には，損害額算定の対象とした侵害行為による特許権者の
逸失利益は，一部覆滅後のものとして評価され尽くされているから，推定が一部覆滅
された部分について同条3項による損害額を認めることは，同一の侵害行為について
前提を異にする両立しない損害の賠償を二重に認めることとなり，法が予定するとこ
ろではない」（知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕））

 肯定説（多数説（田村、佐野）、有力裁判例（東京地判平19・9・19
〔キー変換式ピンタンブラー錠〕（市川）））

 折衷説（有力説（古城））
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設例のあてはめ

26

特許権

特許発明実施品 競合品

ケース１ × × ×

ケース２ × × ○
ケース３ × ○ ×

侵害者

侵害品

設例１

自己実施
実施許諾

特許発明

特許権者

裁判実務 三村 田村 高林

１項 × × × ×
２項 × ○ ○ ○
３項 ○ ○ ○ 〇

１項 × × × ×

２項 × ○ ○ ○
３項 ○ ○ ○ 〇

１項 ○ × ○ ×

２項 ○ ○ ○ ○
３項 ○ ○ ○ 〇

ケース１

ケース２

ケース３

あてはめ１


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ











Sheet2

		設例４ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

		特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

				材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン

		侵害者 シンガイシャ		材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ブヒン

		ケース		単一の特許権者製品と単一の侵害者製品とが現実に競合し、他の競合（代替）製品はない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合は５％。 タンイツ トッキョケン シャ セイヒン タンイツ シンガイ シャ セイヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ダイタイ セイヒン ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ



b



Sheet3

		設例３ セツレイ

		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）




 ザイリョウ モチ

		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ザイリョウ モチ ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ザイリョウ モチ ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ザイリョウ モチ シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(1)		特許権者製品が競技用、侵害者製品が子供用おもちゃの場合




 トッキョケン シャ セイヒン キョウギヨウ シンガイ シャ セイヒン コドモ ヨウ バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(2)		特許権者製品がプロ用・高価、侵害者製品がアマチュア用・安価の場合




 ヨウ コウカ シャ セイヒン ヨウ アンカ バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(3)		特許権者製品が北海道限定販売、侵害者製品が沖縄県限定販売の場合




 トッキョケン シャ セイヒン ホッカイドウ ゲンテイ ハンバイ シンガイ シャ セイヒン オキナワ ケン ゲンテイ ハンバイ バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン リョウサン ヒン

		ケース(4)		特許権者製品がインターネット通販、侵害者製品がテレビ通販の場合





 トッキョケン シャ セイヒン ツウハン シンガイ シャ セイヒン ツウハン バアイ



		特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






		特許権者		ケース１				ケース２

				材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

		侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

		ケース(5)		他の競業者による
材料ｃを用いたゴルフクラブヘッド（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）の販売の場合





 タ キョウギョウ シャ ヒ ブヒン ハンバイ バアイ



A

A

A

A

A
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		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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Sheet1

				公開フォーラム・設問への解答



				注：設例６は、上段にどこで考慮するか（３項は何を基準にするか）、下段に寄与率（５％or８％）を入れて下さい） チュウ セツレイ ジョウダン コウリョ コウ ナニ キジュン カダン キヨリツ イ クダ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ		飯田 イイダ		コメント（条件などあれば。特に△の方.） ジョウケン トク カタ

				あてはめ１		ケース１		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース２		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース３		１項 コウ		○		×		○		×		○

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ２		ケース１
		１項本文 コウ ホンブン		×		○		×		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								１項ただし書き コウ ガ		-		適用あり テキヨウ		-		適用あり テキヨウ		-		玩具であることは覆滅事由となる割合は高い（高林/三村） オモチャ フクメツ ジユウ ワリアイ タカ タカバヤシ ミムラ

								２項 コウ		×		○		○		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								２項覆滅 コウ フクメツ		-		△		○		△		-		玩具であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）、侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） オモチャ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		適用あり テキヨウ		○		適用あり テキヨウ		○（一部） イチブ		玩具の場合よりは覆滅の割合は低い（三村）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） ガング バアイ フクメツ ワリアイ ヒク ミムラ タムラ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		△		○		△		○（一部） イチブ		アマ用であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） ヨウ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ３		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村）

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		○		○		×		○（一部） イチブ		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		×		○		×		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		-		○		-		○（一部） イチブ		ケース１より控除割合は多い（飯田）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） コウジョ ワリアイ オオ イイダ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		ケース１より覆滅割合は多い（飯田）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） フクメツ ワリアイ オオ イイダ

				設例６ セツレイ		ケース１
特許製品実施		１項 コウ		？		ただし書き外 ガ ガイ		ただし書き		ただし書き外 カ ソト		ただし書き外 ガ ガイ

										？		8%		0～100％		8%		5又は8% マタ		特許権者の製品に対する発明の寄与は8％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） トッキョ ケン シャ セイヒン タイ ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ トッキョケン シャ シンガイシャ シュチョウ リッショウ イイダ タムラ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ		寄与率 キヨリツ		推定の覆滅		寄与率 キヨリツ		推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										5%		5%		0～100％		5%		5又は8%		被告製品における発明の寄与は5％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ヒコク セイヒン ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ タムラ

								３項 コウ		相当実施料率等の算定の際に考慮		相当実施料 ソウトウ ジッシリョウ				寄与率 キヨリツ		相当実施料率等の算定の際に独立に考慮 ソウトウ ジッシ リョウ リツ トウ サンテイ サイ ドクリツ コウリョ		侵害による利益・ライセンス料の相場等（田村） タムラ

										？		5%		2～3％?		5%		5%		侵害製品における発明の寄与は5％であるので、その部分について相当実施料を計算（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットが完全に代替する場合の最低値（田村） シンガイ セイヒン ハツメイ キヨ ブブン ソウトウ ジッシ リョウ ケイサン タカバヤシ タムラ

						ケース２
競合品のみ実施 キョウゴウ ヒン ジッシ		１項 コウ		？		×		ただし書き		ただし書き外 ガ ガイ		ただし書き外 ガ ガイ		この場合権利者は代替品を売っているので１号が適用可能である（高林）。 バアイ ケンリ シャ ダイタイヒン ウ ゴウ テキヨウ カノウ タカバヤシ

										？		ー		0～100％		8%		5%		代替品については発明の寄与を擬制的に計算するならば8％である（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ダイタイヒン ハツメイ キヨ ギセイテキ ケイサン タカバヤシ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ		寄与率 キヨリツ		推定の覆滅		寄与率 キヨ リツ		推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										5%		5%		0～100％		5%		5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

								３項 コウ		相当実施料率等の算定の際に考慮		相当実施料 ソウトウ ジッシリョウ				寄与率 キヨリツ		相当実施料率等の算定の際に独立に考慮 ソウトウ ジッシ リョウ リツ トウ サンテイ サイ ドクリツ コウリョ		侵害による利益・ライセンス料の相場等（田村）

										？		5%		3～4％?		5%		5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

				設例７ セツレイ		ケース１		１項と３項 コウ コウ		×		○		○		〇		○

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○

						ケース２		１項と３項 コウ コウ		×		ー		○		×		○		１項の覆滅を認めない（覆滅を認めるなら○となるべき）（三村） コウ フクメツ ミト フクメツ ミト ミムラ

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例１のケース１及び２において、２項の適用を肯定（有力説）せず、否
定（裁判実務）する（２項の適用に特許権者による何らかの実施を必要と
する）点について ⇒ 特許権者から許諾を受けた通常実施権者が実施
している場合で、①特許権者が個人、通常実施権者が個人会社のとき、
②特許権者が企業グループ内の特許管理会社、通常実施権者が同一
企業グループ内の事業会社のとき、③外部への管理目的又は資金調達
目的での特許権の信託のとき等に、２項による特許権者の損害賠償請
求が許され難い？

 通常実施権者への独占的通常実施権の許諾を認定しつつ、その固
有の損害賠償請求への２項の類推適用を認めれば足りる（田村）。

 特許権者と通常実施権者とが実質一体と評価される場合に、 ２項に
よる特許権者の損害賠償請求を肯定すれば足りる（髙部、経産省産
構審知財政策部会流通・流動化小委員会、井上）。
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例１のケース３において、１項本文の適用を否定（有力説）せず、肯定
（裁判実務）する（１項本文の適用に特許権者の製品は特許発明の実施
品であることを要せず、侵害品の競合品で足りるとする）点について ⇒
特許権者の製品について侵害品の競合品性の認定が緩過ぎる場合（例
えば特許権者：白熱電球、侵害者：ＬＥＤ電球の場合等）が生じ易いので
はないか‽

 特許権者の製品について侵害品の競合品性を特許発明の効果をも
考慮しつつ同等の効果を有することを要するものとして厳格に認定
する（市場での競合可能性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌
する）こととすれば必要十分ではないか（私見）？
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設例のあてはめ

29

特許権

ケース１

ケース2

設例２

ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

侵害者特許権者

ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラ
ブ（特許発明実施品）

ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ
（侵害品）

競技用 子供用おもちゃ

プロ用・高価 アマチュア用・安価

A

a a’

裁判実務 三村 田村 高林

１項本文 × ○ × ○
１項ただし書き - 適用あり - 適用あり

２項 × ○ ○ ○
２項覆滅 - △ ○ △

１項本文 ○ ○ ○ ○
１項ただし書き ○（一部） 適用あり ○ 適用あり

２項 ○ ○ ○ ○
２項覆滅 ○（一部） △ ○ △

ケース１

ケース２

あてはめ２
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				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ
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		設例４ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

		特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

				材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン

		侵害者 シンガイシャ		材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ブヒン

		ケース		単一の特許権者製品と単一の侵害者製品とが現実に競合し、他の競合（代替）製品はない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合は５％。 タンイツ トッキョケン シャ セイヒン タンイツ シンガイ シャ セイヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ダイタイ セイヒン ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ
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				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






				特許権者		ケース１				ケース２

						材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

				侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

				ケース(3)		特許権者製品が北海道限定販売、侵害者製品が沖縄県限定販売の場合




 トッキョケン シャ セイヒン ホッカイドウ ゲンテイ ハンバイ シンガイ シャ セイヒン オキナワ ケン ゲンテイ ハンバイ バアイ



				特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






				特許権者		ケース１				ケース２

						材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

				侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン リョウサン ヒン

				ケース(4)		特許権者製品がインターネット通販、侵害者製品がテレビ通販の場合





 トッキョケン シャ セイヒン ツウハン シンガイ シャ セイヒン ツウハン バアイ



				特許権		材料Ａを用いたゴルフクラブヘッド（部品）






				特許権者		ケース１				ケース２

						材料ａを用いたゴルフクラブヘッド
（特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ブヒン				材料ｂを用いたゴルフクラブヘッド
（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 ヒ ブヒン

				侵害者		材料ａを用いたゴルフクラブヘッド（侵害部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）




 シンガイ リョウサン ヒン

				ケース(5)		他の競業者による
材料ｃを用いたゴルフクラブヘッド（非特許発明実施部品）の
ゴルフクラブ（完成品・量産品）の販売の場合





 タ キョウギョウ シャ ヒ ブヒン ハンバイ バアイ



A

A

A

A



Sheet4

		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ





https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwixl-TF6NzRAhVEW7wKHQXcB-4QjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2133638913114941901&psig=AFQjCNHVK_ma5unbcWcz2y9GcTQ_Iow5dw&ust=1485417205239914https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://illustcut.com/box/build/factory/factory01_01.png&imgrefurl=http://illustcut.com/?p%3D3696&docid=mOwSXgXOEdufpM&tbnid=6i3R3OPgnG1FfM:&vet=1&w=364&h=278&hl=ja&bih=769&biw=1280&q=%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%20%E7%84%A1%E6%96%99%20%E5%B7%A5%E5%A0%B4&ved=0ahUKEwi56-XY6tzRAhUP32MKHWDSD_YQMwgjKAkwCQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://freeiconbox.com/icon/256/16739.png&imgrefurl=http://free-designer.net/archive/entry44505.html&docid=2AJL4F59Neb5eM&tbnid=tDo3fpsaS0JSHM:&vet=1&w=256&h=256&hl=ja&bih=769&biw=1280&q=%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%20%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E5%B7%A5%E5%A0%B4&ved=0ahUKEwjkzZDz69zRAhUX9GMKHc4JCrwQMwgtKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Sheet1

				公開フォーラム・設問への解答



				注：設例６は、上段にどこで考慮するか（３項は何を基準にするか）、下段に寄与率（５％or８％）を入れて下さい） チュウ セツレイ ジョウダン コウリョ コウ ナニ キジュン カダン キヨリツ イ クダ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ		飯田 イイダ		コメント（条件などあれば。特に△の方.） ジョウケン トク カタ

				あてはめ１		ケース１		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース２		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース３		１項 コウ		○		×		○		×		○

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ２		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		×		○		×		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								１項ただし書き コウ ガ		-		適用あり テキヨウ		-		適用あり テキヨウ		-		玩具であることは覆滅事由となる割合は高い（高林/三村） オモチャ フクメツ ジユウ ワリアイ タカ タカバヤシ ミムラ

								２項 コウ		×		○		○		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								２項覆滅 コウ フクメツ		-		△		○		△		-		玩具であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）、侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） オモチャ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		適用あり テキヨウ		○		適用あり テキヨウ		○（一部） イチブ		玩具の場合よりは覆滅の割合は低い（三村）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） ガング バアイ フクメツ ワリアイ ヒク ミムラ タムラ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		△		○		△		○（一部） イチブ		アマ用であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） ヨウ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ３		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村）

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		○		○		×		○（一部） イチブ		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		×		○		×		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		-		○		-		○（一部） イチブ		ケース１より控除割合は多い（飯田）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） コウジョ ワリアイ オオ イイダ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		ケース１より覆滅割合は多い（飯田）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） フクメツ ワリアイ オオ イイダ

				設例６ セツレイ		ケース１
特許製品実施		１項 コウ		？		ただし書き外 ガ ガイ		ただし書き		ただし書き外 カ ソト		ただし書き外 ガ ガイ

										？		8%		0～100％		8%		5又は8% マタ		特許権者の製品に対する発明の寄与は8％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） トッキョ ケン シャ セイヒン タイ ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ トッキョケン シャ シンガイシャ シュチョウ リッショウ イイダ タムラ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ		寄与率 キヨリツ		推定の覆滅		寄与率 キヨリツ		推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										5%		5%		0～100％		5%		5又は8%		被告製品における発明の寄与は5％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ヒコク セイヒン ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ タムラ

								３項 コウ		相当実施料率等の算定の際に考慮		相当実施料 ソウトウ ジッシリョウ				寄与率 キヨリツ		相当実施料率等の算定の際に独立に考慮 ソウトウ ジッシ リョウ リツ トウ サンテイ サイ ドクリツ コウリョ		侵害による利益・ライセンス料の相場等（田村） タムラ

										？		5%		2～3％?		5%		5%		侵害製品における発明の寄与は5％であるので、その部分について相当実施料を計算（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットが完全に代替する場合の最低値（田村） シンガイ セイヒン ハツメイ キヨ ブブン ソウトウ ジッシ リョウ ケイサン タカバヤシ タムラ

						ケース２
競合品のみ実施 キョウゴウ ヒン ジッシ		１項 コウ		？		×		ただし書き		ただし書き外 ガ ガイ		ただし書き外 ガ ガイ		この場合権利者は代替品を売っているので１号が適用可能である（高林）。 バアイ ケンリ シャ ダイタイヒン ウ ゴウ テキヨウ カノウ タカバヤシ

										？		ー		0～100％		8%		5%		代替品については発明の寄与を擬制的に計算するならば8％である（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ダイタイヒン ハツメイ キヨ ギセイテキ ケイサン タカバヤシ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ		寄与率 キヨリツ		推定の覆滅		寄与率 キヨ リツ		推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										5%		5%		0～100％		5%		5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

								３項 コウ		相当実施料率等の算定の際に考慮		相当実施料 ソウトウ ジッシリョウ				寄与率 キヨリツ		相当実施料率等の算定の際に独立に考慮 ソウトウ ジッシ リョウ リツ トウ サンテイ サイ ドクリツ コウリョ		侵害による利益・ライセンス料の相場等（田村）

										？		5%		3～4％?		5%		5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

				設例７ セツレイ		ケース１		１項と３項 コウ コウ		×		○		○		〇		○

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○

						ケース２		１項と３項 コウ コウ		×		ー		○		×		○		１項の覆滅を認めない（覆滅を認めるなら○となるべき）（三村） コウ フクメツ ミト フクメツ ミト ミムラ

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例２のケース１において、１項本文及び２項の適用を肯定（有力説）せ
ず、否定（裁判実務）する（１項本文及び２項の適用に特許権者の実施と
侵害者の侵害との市場での競合・代替可能性を必要とする）点について
⇒ 逆に特許権者の実施と侵害者の侵害との市場での競合・代替可能
性の認定が緩過ぎる場合（例えば特許権者：白熱電球、侵害者：ＬＥＤ電
球の場合等）がないか？

 特許権者の実施と侵害者の侵害との市場での競合・代替可能性に
ついて特許発明の効果をも考慮しつつ同等の効果を有することを要
するものとして厳格に認定する（市場での競合・代替可能性の認定に
特許発明の効果を十分に斟酌する）こととすれば必要十分ではない
か（私見）？

30



設例のあてはめ

31

特許権

侵害者

他の競業者

ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

設例３

ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品）

ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

特許権者

ケース１ ケース２

ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）

ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）

a

a’

b

A

ｃ

裁判実務 三村 田村 高林

１項本文 ○ ○ ○ ○
１項ただし書き ○（一部） × ○ ×

２項 ○ ○ ○ ○
２項覆滅 ○（一部） ○ ○ ×

１項本文 ○ × ○ ×

１項ただし書き ○（一部） - ○ -
２項 ○ ○ ○ ○

２項覆滅 ○（一部） × ○ ×

あてはめ３

ケース２

ケース１


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ
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		設例４ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

		特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

				材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン

		侵害者 シンガイシャ		材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ブヒン

		ケース		単一の特許権者製品と単一の侵害者製品とが現実に競合し、他の競合（代替）製品はない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合は５％。 タンイツ トッキョケン シャ セイヒン タンイツ シンガイ シャ セイヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ダイタイ セイヒン ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ



b



Sheet3



				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				設例３ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




				特許権者		ケース１				ケース２

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）



 ヒン				ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）




 キョウゴウ ヒン

				侵害者		ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品） シンガイ

				他の競業者 タ キョウギョウ シャ		ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品） キョウゴウ ヒン
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		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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image1.png



image2.png



image3.png



image4.png



image5.png



image6.png



image7.png



image8.jpeg



image9.png



image10.jpeg



image11.png



image12.gif



image13.png



image14.jpeg



image15.jpeg



image21.png



image22.png



image16.png



image17.png



image18.png



image19.png



image20.png




Sheet1

				公開フォーラム・設問への解答



				注：設例６は、上段にどこで考慮するか（３項は何を基準にするか）、下段に寄与率（５％or８％）を入れて下さい） チュウ セツレイ ジョウダン コウリョ コウ ナニ キジュン カダン キヨリツ イ クダ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ		飯田 イイダ		コメント（条件などあれば。特に△の方.） ジョウケン トク カタ

				あてはめ１		ケース１		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース２		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース３		１項 コウ		○		×		○		×		○

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ２		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		×		○		×		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								１項ただし書き コウ ガ		-		適用あり テキヨウ		-		適用あり テキヨウ		-		玩具であることは覆滅事由となる割合は高い（高林/三村） オモチャ フクメツ ジユウ ワリアイ タカ タカバヤシ ミムラ

								２項 コウ		×		○		○		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								２項覆滅 コウ フクメツ		-		△		○		△		-		玩具であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）、侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） オモチャ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		適用あり テキヨウ		○		適用あり テキヨウ		○（一部） イチブ		玩具の場合よりは覆滅の割合は低い（三村）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） ガング バアイ フクメツ ワリアイ ヒク ミムラ タムラ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		△		○		△		○（一部） イチブ		アマ用であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） ヨウ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ３		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村）

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		○		○		×		○（一部） イチブ		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		×		○		×		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		-		○		-		○（一部） イチブ		ケース１より控除割合は多い（飯田）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） コウジョ ワリアイ オオ イイダ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		ケース１より覆滅割合は多い（飯田）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） フクメツ ワリアイ オオ イイダ

				設例６ セツレイ		ケース１
特許製品実施		１項 コウ		？		ただし書き外 ガ ガイ		ただし書き		ただし書き外 カ ソト		ただし書き外 ガ ガイ

										？		8%		0～100％		8%		5又は8% マタ		特許権者の製品に対する発明の寄与は8％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） トッキョ ケン シャ セイヒン タイ ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ トッキョケン シャ シンガイシャ シュチョウ リッショウ イイダ タムラ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ		寄与率 キヨリツ		推定の覆滅		寄与率 キヨリツ		推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										5%		5%		0～100％		5%		5又は8%		被告製品における発明の寄与は5％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ヒコク セイヒン ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ タムラ

								３項 コウ		相当実施料率等の算定の際に考慮		相当実施料 ソウトウ ジッシリョウ				寄与率 キヨリツ		相当実施料率等の算定の際に独立に考慮 ソウトウ ジッシ リョウ リツ トウ サンテイ サイ ドクリツ コウリョ		侵害による利益・ライセンス料の相場等（田村） タムラ

										？		5%		2～3％?		5%		5%		侵害製品における発明の寄与は5％であるので、その部分について相当実施料を計算（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットが完全に代替する場合の最低値（田村） シンガイ セイヒン ハツメイ キヨ ブブン ソウトウ ジッシ リョウ ケイサン タカバヤシ タムラ

						ケース２
競合品のみ実施 キョウゴウ ヒン ジッシ		１項 コウ		？		×		ただし書き		ただし書き外 ガ ガイ		ただし書き外 ガ ガイ		この場合権利者は代替品を売っているので１号が適用可能である（高林）。 バアイ ケンリ シャ ダイタイヒン ウ ゴウ テキヨウ カノウ タカバヤシ

										？		ー		0～100％		8%		5%		代替品については発明の寄与を擬制的に計算するならば8％である（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ダイタイヒン ハツメイ キヨ ギセイテキ ケイサン タカバヤシ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ		寄与率 キヨリツ		推定の覆滅		寄与率 キヨ リツ		推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										5%		5%		0～100％		5%		5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

								３項 コウ		相当実施料率等の算定の際に考慮		相当実施料 ソウトウ ジッシリョウ				寄与率 キヨリツ		相当実施料率等の算定の際に独立に考慮 ソウトウ ジッシ リョウ リツ トウ サンテイ サイ ドクリツ コウリョ		侵害による利益・ライセンス料の相場等（田村）

										？		5%		3～4％?		5%		5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

				設例７ セツレイ		ケース１		１項と３項 コウ コウ		×		○		○		〇		○

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○

						ケース２		１項と３項 コウ コウ		×		ー		○		×		○		１項の覆滅を認めない（覆滅を認めるなら○となるべき）（三村） コウ フクメツ ミト フクメツ ミト ミムラ

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例３のケース１において、１項但書の適用及び２項の推定の（一部）覆
滅を否定（有力説）せず、肯定（裁判実務）する（１項但書所定の特許権
者が「販売することができないとする事情」及び２項の推定の（一部）覆滅
事由を限定しない）点について ⇒ 他の競業者の製品について特許権
者の特許発明実施品及び侵害者の侵害品に係る市場での競合・代替品
性の認定が緩過ぎる場合（例えば特許権者：ＬＥＤ電球、侵害者：ＬＥＤ電
球、他の競業者の製品：白熱電球の場合等）が生じ易いのではないか？

 他の競業者の製品について特許権者の特許発明実施品及び侵害者
の侵害品に係る市場での競合・代替品性を特許発明の効果をも考慮
しつつ同等の効果を有することを要するものとして厳格に認定する
（市場での競合・代替品性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌す
る）こととすれば必要十分ではないか（私見）？
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例３のケース２において、１項本文の適用を否定（有力説）せず、肯定
（裁判実務）しつつ（１項本文の適用に特許権者の製品は特許発明の実
施品であることを要せず、侵害品の競合品で足りるとしつつ）、１項但書
の適用を否定（有力説）せず、肯定（裁判実務）する（１項但書所定の特
許権者が「販売することができないとする事情」を限定しない）点について
⇒ 特許権者の製品及び他の競業者の製品について侵害者の侵害品に
係る市場での競合・代替品性の認定が緩過ぎる場合（例えば特許権者：
白熱電球、侵害者：ＬＥＤ電球、他の競業者の製品：白熱電球の場合等）
が生じ易いのではないか？

 特許権者の製品及び他の競業者の製品について侵害者の侵害品に
係る市場での競合・代替品性を特許発明の効果をも考慮しつつ同等
の効果を有することを要するものとして厳格に認定する（市場での競
合・代替品性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌する）こととしつ
つ、特許権者の製品が特許発明非実施品であることをもって特許発
明実施品である場合と比較してより一層に上記「事情」が認められ易
いとすれば必要十分ではないか（私見）？
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設例のあてはめ

34

特許権

ケース１ ケース２

材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）

材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）搭載の

ロケット（完成品・単産品）

侵害者

ケース

材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）

設例４

材料ａ’を用いたロケット用燃料タンク
（特許発明侵害部品）の
ロケット（完成品・単産品）

特許権者

特許権者のロケット（完成品・単産品）と侵害者のロケット（完成品・単産品）とが現実に競合
し、他の競合ロケットはない。

ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者８％（ケース１）
又は７％（ケース２）、侵害者６％。

ba

A

a’

８％ ７％

６％

裁判実務

本文説 但書説 但書外説
8％+α 0又は100％ 8又は6％+α

推定の一部覆
滅（非寄与率）

6%+α

本文説 但書説 但書外説

7％+α？ 0又は100％ 6％+α

推定の一部覆
滅（非寄与率）

6%+α

？

？
あてはめ４

１項

２項

ケース２

１項

２項

ケース１
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				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ
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				設例４ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

				特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

						材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン トウサイ カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン トウサイ

				侵害者 シンガイシャ		材料ａ’を用いたロケット用燃料タンク
（特許発明侵害部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ シンガイ ブヒン

				ケース		特許権者のロケット（完成品・単産品）と侵害者のロケット（完成品・単産品）とが現実に競合し、他の競合ロケットはない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者８％（ケース１）又は７％（ケース２）、侵害者６％。 トッキョケン シャ カンセイヒン タンサン ヒン シンガイ シャ カンセイヒン タンサン ヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ ハンバイ カガク ワリアイ トッキョケン シャ マタ シンガイシャ



b

８％

７％

６％
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				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				設例３ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




				特許権者		ケース１				ケース２

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）



 ヒン				ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）




 キョウゴウ ヒン

				侵害者		ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品） シンガイ

				他の競業者 タ キョウギョウ シャ		ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品） キョウゴウ ヒン



A

A
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		設例５ セツレイ

		特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

		特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品



 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				ケース１				ケース２

				実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

				全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道（５０個）・東京都（５０個）限定販売



 ホッカイドウ コ トウキョウ ト コ ゲンテイ ハンバイ

		侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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Sheet1

				公開フォーラム・設問への解答



				注：設例６は、上段にどこで考慮するか（３項は何を基準にするか）、下段に寄与率（５％or８％）を入れて下さい） チュウ セツレイ ジョウダン コウリョ コウ ナニ キジュン カダン キヨリツ イ クダ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ		飯田 イイダ		コメント（条件などあれば。特に△の方.） ジョウケン トク カタ

				あてはめ１		ケース１		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース２		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース３		１項 コウ		○		×		○		×		○

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ２		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		×		○		×		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								１項ただし書き コウ ガ		-		適用あり テキヨウ		-		適用あり テキヨウ		-		玩具であることは覆滅事由となる割合は高い（高林/三村） オモチャ フクメツ ジユウ ワリアイ タカ タカバヤシ ミムラ

								２項 コウ		×		○		○		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								２項覆滅 コウ フクメツ		-		△		○		△		-		玩具であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）、侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） オモチャ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		適用あり テキヨウ		○		適用あり テキヨウ		○（一部） イチブ		玩具の場合よりは覆滅の割合は低い（三村）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） ガング バアイ フクメツ ワリアイ ヒク ミムラ タムラ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		△		○		△		○（一部） イチブ		アマ用であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） ヨウ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ３		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村）

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		○		○		×		○（一部） イチブ		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		×		○		×		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		-		○		-		○（一部） イチブ		ケース１より控除割合は多い（飯田）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） コウジョ ワリアイ オオ イイダ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		ケース１より覆滅割合は多い（飯田）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） フクメツ ワリアイ オオ イイダ

										裁判実務 サイバン ジツム

				あてはめ４		ケース１		１項 コウ		？		本文説 ホンブン セツ		但書説 タダ セツ		但書外説 タダシガキ ソト セツ		ただし書き外 ガ ガイ

												8％+α		0又は100％ マタ		8又は6％+α マタ		5又は8% マタ		特許権者の製品に対する発明の寄与は8％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） トッキョ ケン シャ セイヒン タイ ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ トッキョケン シャ シンガイシャ シュチョウ リッショウ イイダ タムラ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ								推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										6%+α								5又は8%		被告製品における発明の寄与は5％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ヒコク セイヒン ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項 コウ		？		本文説 ホンブン セツ		但書説 タダ セツ		但書外説 タダシガキ ソト セツ		ただし書き外 ガ ガイ		この場合権利者は代替品を売っているので１号が適用可能である（高林）。 バアイ ケンリ シャ ダイタイヒン ウ ゴウ テキヨウ カノウ タカバヤシ

												7％+α？		0又は100％ マタ		6％+α		5%		代替品については発明の寄与を擬制的に計算するならば8％である（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ダイタイヒン ハツメイ キヨ ギセイテキ ケイサン タカバヤシ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ								推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										6%+α								5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

				設例７ セツレイ		ケース１		１項と３項 コウ コウ		×		○		○		〇		○

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○

						ケース２		１項と３項 コウ コウ		×		ー		○		×		○		１項の覆滅を認めない（覆滅を認めるなら○となるべき）（三村） コウ フクメツ ミト フクメツ ミト ミムラ

								２項と３項 コウ コウ		○？		×		○		×		○
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例４のケース１及び２において、特許権者の製品又は侵害品の部分での
み特許発明が実施されたに留まる事実について、如何に１項を適用すべき
か（本文説か、但書説か、但書外説か）？
 本文説：設例４のケース２にて考慮が可能か？

特許権者の立証責任負担が妥当か？
 但書説：当該事実が但書所定の「事情」に該当するか？

但書での数量割合的な考慮でのオール・オア・ナッシングが妥
当か？
他の事情との総合考慮が妥当か？

 但書外説：但書外での考慮が可能か（減額事情は但書限定か）？

 「例えば，市場における競合品の存在，侵害者の営業努力（ブランド力，
宣伝広告），侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴），市
場の非同一性（価格，販売形態）などの事情について，従前，明文に規
定のない『寄与率』という形で減額された事例も見られるが，特許発明が
侵害品の一部のみに実施される部品特許のような事情を除いては，特
許法102条1項については，ただし書の事情として考慮すべきであり，同
条2項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すべきもの
と考えられる。」（髙部眞規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」
知財ぷりずむ160巻14号（平28）24頁） 35



特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例４のケース１及び２において、特許権者の製品又は侵害品の部分での
み特許発明が実施されたに留まる事実について、 ２項の推定を総合考慮説
（裁判実務）により（一部）覆滅する点について ⇒ 予測可能性・検証可能
性ひいては客観的合理性を担保し難いのではないか？

 １項に係る但書外説と同様に、非寄与率のような金額割合的な（一部）覆
滅事由を、他の競合品や価格差のような数量割合的な（一部）覆滅事由
と峻別し、独立考慮すべきではないか（私見）？

 「例えば，市場における競合品の存在，侵害者の営業努力（ブランド力，
宣伝広告），侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴），市
場の非同一性（価格，販売形態）などの事情について，従前，明文に規
定のない『寄与率』という形で減額された事例も見られるが，特許発明が
侵害品の一部のみに実施される部品特許のような事情を除いては，特
許法102条1項については，ただし書の事情として考慮すべきであり，同
条2項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すべきもの
と考えられる。」（髙部眞規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」
知財ぷりずむ160巻14号（平28）24頁）
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 特許権者の製品又は侵害品の部分でのみ特許発明が実施されたに留
まる場合において１項及び２項での非寄与率の考慮が過大な場合が生
じ易いのではないか（知財高判平18・9・25〔椅子式エアーマッサージ機〕、
大阪地判平19・4・19〔ゴーグル〕参照）？

 総合考慮説ではなく独立考慮説により予測可能性・検証可能性ひい
ては客観的合理性を担保したうえで、金額割合（非寄与率）を含めて、
侵害者の主張立証責任負担を十分に意識しつつ、厳格に事実認定
すれば必要十分ではないか（私見） （知財高特判平成25年2月1日
〔ごみ貯蔵機器〕参照） ？
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設例のあてはめ

38

特許権

侵害者

侵害品

設例５

沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売

ケース１ ケース２

特許権者
全国販売 北海道・東京都限定販売

実施余力不十分（２０個） 実施余力十分（１００個）

特許発明

特許発明実施品

裁判実務 三村 田村 高林

１項と３項 × ○ ○ 〇
２項と３項 × × ○ ×

１項と３項 × ‐(○) ○ ×

２項と３項 × × ○ ×

あてはめ５

ケース１

ケース２


Sheet1



				設例１ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ				自己実施 ジコ ジッシ				実施許諾




 ジッシ キョダク

								特許発明実施品




 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		競合品




 キョウゴウ ヒン

						ケース１		×		×		×

						ケース２		×		×		○

						ケース３		×		○		×

				侵害者 シンガイシャ		侵害品



 シンガイ ヒン

				設例２ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品　　　　　　　国内向け海外実施








 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン

				侵害者 シンガイシャ		侵害品　　　　　　　　　　　　　国内実施








 シンガイ ヒン コクナイ ジッシ
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				設例４ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		材料Ａを用いたロケット用燃料タンク（部品）





 ザイリョウ モチ ヨウ ネンリョウ ブヒン

				特許権者 トッキョケン シャ		ケース１		ケース２

						材料ａを用いたロケット用燃料タンク
（特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ トッキョ ハツメイ ジッシ ブヒン トウサイ カンセイヒン タンサン ヒン		材料ｂを用いたロケット用燃料タンク
（非特許発明実施部品）搭載の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ ヒ ブヒン トウサイ

				侵害者 シンガイシャ		材料ａ’を用いたロケット用燃料タンク
（特許発明侵害部品）の
ロケット（完成品・単産品）





 ネンリョウ シンガイ ブヒン

				ケース		特許権者のロケット（完成品・単産品）と侵害者のロケット（完成品・単産品）とが現実に競合し、他の競合ロケットはない。
ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者８％（ケース１）又は７％（ケース２）、侵害者６％。 トッキョケン シャ カンセイヒン タンサン ヒン シンガイ シャ カンセイヒン タンサン ヒン ゲンジツ キョウゴウ タ キョウゴウ ギョウシャ ゼンタイ チュウ ネンリョウ ブブン セイゾウ ゲンカ ワリアイ ハンバイ カガク ワリアイ トッキョケン シャ マタ シンガイシャ



b

８％

７％

６％
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				設例２ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ

 ザイリョウ モチ

						特許権者				侵害者 シンガイシャ

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ（特許発明実施品） ザイリョウ モチ ヒン				ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品）

				ケース１		競技用




 キョウギヨウ				子供用おもちゃ

				ケース2		プロ用・高価




 ヨウ コウカ				アマチュア用・安価



				設例３ セツレイ

				特許権		ヘッドに材料Ａを用いたゴルフクラブ




				特許権者		ケース１				ケース２

						ヘッドに材料ａを用いたゴルフクラブ
（特許発明実施品）



 ヒン				ヘッドに材料ｂを用いたゴルフクラブ
（競合品）




 キョウゴウ ヒン

				侵害者		ヘッドに材料ａ’を用いたゴルフクラブ（侵害品） シンガイ

				他の競業者 タ キョウギョウ シャ		ヘッドに材料ｃを用いたゴルフクラブブ（競合品） キョウゴウ ヒン



A

A
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				設例５ セツレイ

				特許権 トッキョ ケン		特許発明



 トッキョ ハツメイ

				特許権者 トッキョケン シャ		特許発明実施品 トッキョ ハツメイ ジッシ ヒン		ケース１				ケース２

								実施余力不十分（２０個）



 フジュウブン コ				実施余力十分（１００個）



 ジュウブン コ

								全国販売




 ゼンコク ハンバイ				北海道・東京都限定販売 ホッカイドウ トウキョウ ト ゲンテイ ハンバイ

				侵害者 シンガイシャ		侵害品 シンガイ ヒン		沖縄県（６０個）・東京都（４０個）限定販売




 オキナワ ケン コ トウキョウト コ ゲンテイ ハンバイ
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Sheet1

				公開フォーラム・設問への解答



				注：設例６は、上段にどこで考慮するか（３項は何を基準にするか）、下段に寄与率（５％or８％）を入れて下さい） チュウ セツレイ ジョウダン コウリョ コウ ナニ キジュン カダン キヨリツ イ クダ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ		飯田 イイダ		コメント（条件などあれば。特に△の方.） ジョウケン トク カタ

				あてはめ１		ケース１		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース２		１項 コウ		×		×		×		×		×

								２項 コウ		×		○		○		○		×		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

						ケース３		１項 コウ		○		×		○		×		○

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								３項 コウ		○		○		○		〇		○

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ２		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		×		○		×		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								１項ただし書き コウ ガ		-		適用あり テキヨウ		-		適用あり テキヨウ		-		玩具であることは覆滅事由となる割合は高い（高林/三村） オモチャ フクメツ ジユウ ワリアイ タカ タカバヤシ ミムラ

								２項 コウ		×		○		○		○		×		競合可能性が必要（飯田） キョウゴウ カノウセイ ヒツヨウ イイダ

								２項覆滅 コウ フクメツ		-		△		○		△		-		玩具であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）、侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） オモチャ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		適用あり テキヨウ		○		適用あり テキヨウ		○（一部） イチブ		玩具の場合よりは覆滅の割合は低い（三村）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） ガング バアイ フクメツ ワリアイ ヒク ミムラ タムラ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		△		○		△		○（一部） イチブ		アマ用であったとしても特許の寄与による利得は計算できる（高林/三村）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） ヨウ トッキョ キヨ リトク ケイサン タカバヤシ ミムラ

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ３		ケース１		１項本文 コウ ホンブン		○		○		○		○		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村）

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		○		○		×		○（一部） イチブ		侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） タムラ

						ケース２		１項本文 コウ ホンブン		○		×		○		×		○

								１項ただし書き コウ ガ		○（一部） イチブ		-		○		-		○（一部） イチブ		ケース１より控除割合は多い（飯田）。侵害者の製品の需要者が特許権者の製品を買うことはないと分かった限度で推定覆滅（田村） コウジョ ワリアイ オオ イイダ

								２項 コウ		○		○		○		○		○

								２項覆滅 コウ フクメツ		○（一部） イチブ		×		○		×		○（一部） イチブ		ケース１より覆滅割合は多い（飯田）。侵害による利益から特許権者に帰属すべき分を配分する限度で推定覆滅（田村） フクメツ ワリアイ オオ イイダ

										裁判実務 サイバン ジツム

				あてはめ４		ケース１		１項 コウ		？		本文説 ホンブン セツ		但書説 タダ セツ		但書外説 タダシガキ ソト セツ		ただし書き外 ガ ガイ

												8％+α		0又は100％ マタ		8又は6％+α マタ		5又は8% マタ		特許権者の製品に対する発明の寄与は8％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） トッキョ ケン シャ セイヒン タイ ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ トッキョケン シャ シンガイシャ シュチョウ リッショウ イイダ タムラ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ								推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										6%+α								5又は8%		被告製品における発明の寄与は5％である（高林/三村）。特許権者・侵害者の主張立証による（飯田）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ヒコク セイヒン ハツメイ キヨ タカバヤシ ミムラ タムラ

						ケース２		１項 コウ		？		本文説 ホンブン セツ		但書説 タダ セツ		但書外説 タダシガキ ソト セツ		ただし書き外 ガ ガイ		この場合権利者は代替品を売っているので１号が適用可能である（高林）。 バアイ ケンリ シャ ダイタイヒン ウ ゴウ テキヨウ カノウ タカバヤシ

												7％+α？		0又は100％ マタ		6％+α		5%		代替品については発明の寄与を擬制的に計算するならば8％である（高林）。侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村） ダイタイヒン ハツメイ キヨ ギセイテキ ケイサン タカバヤシ

								２項 コウ		推定の一部覆滅（非寄与率） ヒ キヨリツ								推定の一部覆滅（非寄与率） スイテイ イチブ フクメツ ヒ キヨリツ

										6%+α								5%		侵害者が製造可能な非侵害ロケットの代替の程度による（田村）

										裁判実務 サイバン ジツム		三村 ミムラ		田村		高林 タカバヤシ

				あてはめ５		ケース１		１項と３項 コウ コウ		×		○		○		〇		○

								２項と３項 コウ コウ		×		×		○		×		○

						ケース２		１項と３項 コウ コウ		×		‐(○)		○		×		○		１項の覆滅を認めない（覆滅を認めるなら○となるべき）（三村） コウ フクメツ ミト フクメツ ミト ミムラ

								２項と３項 コウ コウ		×		×		○		×		○
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特許権侵害訴訟における
損害論の裁判実務上の課題

• 設例５のケース１及び２において、１項又は２項と３項との併用を肯定（多
数説）せず、否定（裁判実務）する点について ⇒ 特に知財高判平18・
9・25〔椅子式エアーマッサージ機〕、大阪地判平19・4・19〔ゴーグル〕のよ
うに１項又は２項において９９％もの控除又は推定覆滅を肯定しながら、
その分への３項の併用をも否定するのでは、余りに特許権者に酷になら
ないか？

 設例５のケース１において、２０個について１項又は２項に基づき請
求し、８０個について３項に基づき請求していれば、いずれも認めら
れたはず。また、設例５のケース２において、東京分について１項又
は２項に基づき請求し、沖縄分について３項に基づき請求していれば、
いずれも認められたはず。 ⇒ 少なくとも設例５のケース１及び２の
ような場合には併用を肯定すべきではないか（肯定説又は折衷
説）？
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おわりに

• 故きを温ね新しきを知る
– 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務においては、

従来からの多数の裁判例の集積が必要かつ有用

• 牛の歩みも千里
– 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務においては、

従来の多数説・多数裁判例からの小さな一歩を積み重ね
続けることこそが重要

• 鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん
– 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務としては、必

要以上に従来の多数説・多数裁判例の枠組み自体を大
きく変えてしまうことは寧ろ問題
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ご清聴有難うございました！

中村合同特許法律事務所
〒100-8355

東京都千代田区丸の内 3丁目3番1号 新東京ビル6階
弁護士・弁理士 飯 田 圭

Tel: 03-3211-1037 (法律直通)
Fax: 03-3214-6367 (法律直通)
E-mail: k_iida@nakapat.gr.jp
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